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国によるアレルギー疾患対策

～法施行から都道府県における医療提供体制整備に係る通知～
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アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会 報告書（平成29年7月28日）概要

○平成29年3月に、「アレルギー疾患対策基本法」に基づき策定された「アレルギー疾患対策基本指針」において、国は、アレル
ギー疾患医療の提供体制について検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備すること等とされたことを受け、平成29年4
月 に、「アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」を設置した。
○平成29年７月に同検討会報告書がまとまり、都道府県が、住民の居住する地域に関わらず適切な医療や相談を受けられる体
制を整備する上で、参考となる考え方を示した。なお、同日に都道府県に対し、局長通知を発出した。

平成29年7月28日には、各都道府県知事に対し、報告書の内
容等について、健康局長通知を発出。

主な内容
●中心拠点病院の役割
・国立成育医療研究センターと国立病院機構相模原病院の２施設を、
「中心拠点病院」と基本指針において定めた。
・「中心拠点病院」は、「全国拠点病院連絡会議」を開催し、都道府県
拠点病院間での連携を図ること等を示した。

●都道府県の役割
・都道府県アレルギー疾患医療拠点病院を、原則１～２カ所選定する。
・都道府県拠点病院を中心に実施されるアレルギー疾患対策の企画、
立案を行う「都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会」を設置する。

●かかりつけ医、薬局・薬剤師の役割
・科学的知見に基づく適切な医療に関する情報に基づき、適切な治療
等を行う。
・診療所と一般病院との連携、または薬局・薬剤師とも連携し、必要に
応じて、都道府県拠点病院との連携を図る。

●その他
・アレルギー疾患医療全体の質の向上を進めるために、中心拠点病
院、都道府県拠点病院、診療、情報提供、人材 育成、研究等の観
点から整理した。
・都道府県拠点病院の選定要件や連絡協議会の役割、想定される構
成の考え方を示した。

出典：第10回アレルギー疾患推進協議会資料（厚生労働省）



厚生労働省健康局長通知を
踏まえた大阪府の対応



「大阪府アレルギー疾患対策連絡会議」の設置について

府のアレルギー疾患対策を総合的に推進するため、
大阪府アレルギー疾患医療拠点病院を中心とした診療
連携体制、情報提供、人材育成等の施策の企画・立
案・実施等を行うことにより地域の実情に応じたアレル
ギー疾患対策の推進を図る。

◆第１回会議（平成３０年８月３０日開催）
（内容）
①大阪府アレルギー疾患対策連絡会議について
②アレルギー疾患の現状と課題
③アレルギー疾患との関わりについて

◆第２回会議(１１月上旬を予定）
（内容 案）
①次年度のアレルギー疾患対策事業（案）について
②医療提供体制整備について 他

設置目的

協議内容

（１） アレルギー疾患医療提供体制に関すること。
（２） アレルギー疾患に関する人材育成に関すること。
（３） アレルギー疾患に関する普及・啓発に関すること。
（４） その他、協議会の目的達成のために必要な事項。

（構成員）
大阪府医師会、大阪府歯科医師会、大阪府薬剤師会、
大阪府看護協会、 大阪府栄養士会、大阪府病院協会、
大阪府私立病院協会、大阪府眼科医会、大阪府耳鼻
咽喉科医会、大阪府内科医会、大阪小児科医会、
大阪皮膚科医会、大阪府アレルギー疾患医療拠点病院
（事務局）
大阪府地域保健課 疾病対策・援護グループ

会議の構成等

◆アレルギー疾患対策基本法 （平成27年12月25日施行）

第５条「地方公共団体の責務」
◆アレルギー疾患対策基本指針（平成29年3月21日告示）
第１ アレルギー疾患対策の推進に関する基本的事項
（２）イ．地方公共団体の責務
「地域の特性に応じた施策の策定及び実施」

（基本的施策）
・重症化予防及び症状の軽減のための施策
・アレルギー疾患患者の生活の質の向上のための施策
・アレルギー疾患医療の均てん化のための施策
◆「都道府県におけるアレルギー疾患の医療提供体制の整
備について」（平成29年7月28日厚生労働省健康局長通知）
【都道府県の役割】
３．「都道府県アレルギー疾患医療拠点病院」の選定
⇒４病院を選定（平成３０年６月１日）
近畿大学医学部附属病院、大阪はびきの医療センター
関西医科大学附属病院、大阪赤十字病院

４．「都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会」の設置
⇒「大阪府アレルギー疾患対策連絡会議」として設置

（平成３０年６月１５日 設置要綱策定）

根拠法令及び基本的施策 検討内容



アレルギー疾患対策の推進体制イメージ
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